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むつ市議会第２６７回定例会会議録 第４号

議事日程 第４号 令和８年３月２日（月曜日）午前１０時開議

◎諸般の報告

【一般質問】

第１ 一般質問（市政一般に対する質問）

（１）19番 佐 賀 英 生 議員

（２）10番 村 中 浩 明 議員

（３）16番 浅 利 竹二郎 議員

本日の会議に付した事件

議事日程に同じ
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◎開議の宣告

午前１０時００分 開議

〇議長（冨岡幸夫） ただいまから本日の会議を開

きます。

ただいまの出席議員は22人で定足数に達してお

ります。

◎諸般の報告

〇議長（冨岡幸夫） 本日諸般の報告については、

特に申し上げる事項はありません。

〇議長（冨岡幸夫） 本日の会議は議事日程第４号

により議事を進めます。

◎日程第１ 一般質問

〇議長（冨岡幸夫） 日程第１ 一般質問を行いま

す。

本日は、佐賀英生議員、村中浩明議員、浅利竹

二郎議員の一般質問を行います。

◎佐賀英生議員

〇議長（冨岡幸夫） まず、佐賀英生議員の登壇を

求めます。19番佐賀英生議員。

（19番 佐賀英生議員登壇）

〇19番（佐賀英生） おはようございます。19番、

市誠クラブの佐賀英生です。むつ市議会第267回

定例会に当たり、通告に従いまして一般質問いた

します。理事者各位の前向きな答弁、よろしくお

願いいたします。

今年度で退職する職員の皆様、永年に対し、大

変ご苦労さまでございました。長い長い公務員生

活、たくさん悔しいこともあったでしょう。不本

意な部署に行ったこともあろうかと思います。が

しかし、それは後々に皆さんの血となり、肉とな

りやっていくでしょう。悔しいという思いもたく

さんあったと思います。不本意な人事もあったと

思います。がしかし、これから皆さんが世の中に

行くことによって、それは実となっていくと思っ

ております。さあ、次からは居酒屋に行って、上

司の悪口を思いっ切り言って、お酒を飲みましょ

う。

それでは、一般質問に入らせていただきます。

年を取ると、いろいろ思い出せないことが増え

てきますが、特に顕著なのが人の名前です。テレ

ビを見ていて、俳優の名前が思い出せない。買物

をしていたり、何かのイベントで会ったりしても、

せっかく声をかけてもらっても、顔は知っていて

も名前が出てこない。似たような、近いような文

言は、喉までは出ていますが、言葉にできない。

そして、にっこり愛想笑いして別れると、何かの

拍子に思い出す。そんなことが多くなってきてい

る今日この頃でございます。

先般読んだ雑誌に、人の名前が思い出せないの

は、意味記憶だと書いてありました。思い出せな

いときに、ぐっと喉を絞って、思い出せないもの

を思い出そうと頑張ってみても、脳が鍛えられる

わけでもなく、何の利益もないらしいです。脳の

動きは、ホモサピエンスが活動を始めた太古の昔

につくられたもので、その機能がいまだに有効だ

ということだそうです。森の中で獣が近づいてき

たとき、大事なことはシルエットや臭い、うなり

声であって、その獣の名前ではないらしく、ウサ

ギなのかヒョウなのか、ライオンなのかが大事で、

名前を分かるより先に逃げないと、食われてしま

います。

今見ていると感じていることは、一時的に脳に

入れられる。でも、すぐに要らないものは消され
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ていく。脳の容量は、限度があるからです。一般

的に脳の容量は、1,200グラムから1,500グラムだ

そうで、量が大きいからといって頭がいいという

ことではないらしく、アインシュタインの脳は

1,230グラムだったそうです。頭がよくなるとい

うのは、何事にも関心を持ったり、失敗を恐れず

チャレンジしたり、感情に流されず、客観的、多

角的に考え、捉えることだということだそうです。

私は残念。冷静に受け止めるのは、クールでかっ

こいいかもしれませんが、記憶のためにはならず、

その上、かつ「えっ」と驚いたり受け止めれば、

刺激があることによって、脳は活発に動いていく

そうです。

特に脳に対し外因的要素で影響を及ぼす喫煙、

過度な飲酒、ストレスは悪影響以外の何物でもな

いそうです。全てに当てはまる私は、特に分かる

ような気がします。最近の記憶よりも、過去の記

憶のほうが鮮明に覚えているからです。特に政治

に関しては、鮮明に覚えております。

それでは、通告に従いまして、３項目６点につ

いて質問をいたします。

第１点目の人口減少について質問いたします。

エンゼルプランは、1994年12月に当時の文部省、

厚生省、労働省、建設省の４大臣の合意によって

策定されました。日本で最初の包括的な少子化対

策です。当時画期的だと話題になり、大いに期待

されたものでした。私にとっては、初当選翌年の

ことで、全国の自治体は第３子が生まれれば出産

祝い金、入学金など、中学生まで補助する子育て

祝い金を創設しておりました。御多分に漏れず、

大畑町も当時新進気鋭の若い議員の提案で創設し

ました。

1989年の1.57ショック、これは合計特殊出生率

の低下の部分ですけれども、受けて本格化した少

子化対策の基本計画であり、1995年度から1999年

度までの５年間実施されました。

エンゼルプランの目的は、少子化の要因となる

晩婚化や、仕事と子育ての両立の困難さ、育児の

負担増に対応し、安心してこどもを産み育てられ

る環境の整備を目的とし、保育サービス、雇用環

境の整備、住宅環境の整備など総合的に取り組み

ました。結果、あまり芳しくなく、2000年度から

2004年度まで、新エンゼルプランと称し、前段の

４省庁に当時の大蔵省、自治省の２省を加えた６

省によるプランを策定し、保育関連の事業の数値

化を設定し、2001年度、待機児童ゼロ作戦、2002年

度、少子化対策プラスワンを実施し、男性の育児

参加や働き方改革に見直しの焦点を当てました。

ところが、結果はすぐ見えず、微増し始めたのは

2006年度からです。晩婚化が進み、出産年齢が上

がってきたことが要因と見られております。

このように、包括的少子化対策に着手し三十数

年、確実に少子化が進んでいる現状を見れば、こ

の施策がどうだったかは明白であります。抜本的

な対策が必要と考えます。全国一律の施策よりも、

その地域に合った対策、もしくは地方自治体の独

自施策を国が認めれば、もう少しよくなるのでは

ないかと私は考えております。

以上のことを踏まえ、質問いたします。

１点目として、人口減少の本当の原因はどこに

あると考えているのか。

２点目として、現行の国の対策は有効と考えて

いるのか。

３点目として、現行の市の対策は、卒業生の市

内就職の定住型かＵターン型、市民以外の転入型

のどちらに軸足を置いているのか。

以上、３点について市長にお伺いをいたします。

２点目の敬老会について質問いたします。敬老

会は廃止しているので、この文言が適当ではない

と承知はしておりますが、あえてこの文言を使わ

せていただき、意のあるところをお酌み取り願い

たく存じます。
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敬老会が廃止され、二、三年がたちますが、ア

ンケートを実施したり、意見を聞いたりの結果と

いうことは承知しております。前段の一般質問で

は、内容は違いますが、杉浦弘樹議員、住吉年広

議員が高齢者に対する似たような施策を質問して

おります。お年寄りに寄り添った施策をより進め

るべきと考えております。

ここ数年、私ごとでございますが、お年寄りが

ぐっと減ってきているように感じられます。こど

もさんのところに行ったりとか、施設に入所して

いるとか、そういう話を聞くことが多くなり、独

り暮らしやお年寄りの夫婦の家庭が多くなってき

ているように感じられます。いまだ詐欺電話は後

を絶たない状況であり、当大畑町、特に沿岸沿い

の地域は、津波に対する対応の必要性が増してき

ているのではないかと思っております。

野中貴健議員も触れておりましたが、避難関連

の事案も特に必要になっていくと思います。名称

はさておき、事件、事故、災害等の対策のために、

お年寄りのために集う機会をつくり、学習、啓蒙

活動が必要と考えるため、全体ではなく、前段の

事業や活動を行う町内からリクエストがあれば、

エントリー型の敬老会も有効ではないかと考えて

おります。

以上のことを踏まえ、質問いたします。

１点目として、エントリー型の敬老会の復活に

ついて。

２点目として、今後の敬老会の在り方について。

以上、２点について市長にお伺いをいたします。

３点目の国道・県道との除雪連携についてお伺

いいたします。今年度の大畑地区は、１月中旬あ

たりから２月初旬に、例年にない大雪に見舞われ

ました。特に２月の初旬は、一日に４回雪かきを

した日があり、大変な目に遭いました。雪の降る

時間帯もあるのでしょうが、国道・県道が除雪さ

れていなく、車を出せないという連絡がありまし

た。また、大型車がカーブを曲がるのに苦労する

など、そのような苦情が数件参っておりました。

県と市は、どのような連携で除雪をしているの

か、市長にお伺いをいたします。

以上、壇上からの質問とさせていただきます。

〇議長（冨岡幸夫） 市長。

（山本知也市長登壇）

〇市長（山本知也） 佐賀議員のご質問にお答えい

たします。

まず、人口減少対策についてのご質問の１点目、

人口減少の本当の原因はどこにあると考えている

かについてでありますが、日本の人口減少につい

て、原因は複数あると考えられますが、大きな要

因といたしましては、未婚化や晩婚化の進行に伴

う出生数の低下にあると考えております。

日本の総人口は、平成20年の１億2,808万人を

ピークに、出生率に至っては昭和48年をピークに

減少傾向となっております。

未婚化や晩婚化が進行している要因といたしま

しては、結婚やこどもを産み育てることに対する

価値観の変容や、ライフスタイルの多様化等が挙

げられますが、最も大きな要因は、経済的な負担

が年々大きくなっていることであると考えており

ます。

現在日本で、こども１人を出産から成人まで育

てるのにかかる費用は、平均で2,000万円から

2,500万円程度と言われております。過去30年間、

日本人の平均年収はあまり変化が見られないのに

対して、消費税や社会保険料等の国民負担は上が

っており、それに加えて昨今は物価高であること

から日々の生活が苦しくなり、結婚を考えること

ができない、また結婚はしているけれども、こど

もを持つことができないと考える人が増加してい

るため、全国的に出生数の低下につながっている

のではないかと考えております。

また、私たちのような地方においては、全国的
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な要因に加えて若者、特に若い女性の都市圏等へ

の転出が多いことが人口減少を加速させている大

きな要因だと認識しております。若者、女性が魅

力的に感じる職種や働く場が少ないため、進学、

就職で市外に転出したまま戻らないという状況に

なっていることが地方の人口減少の大きな課題だ

と考えております。

次に、ご質問の２点目、現行の国の対策は有効

と考えているかについてお答えいたします。率直

に申し上げますと、国のこれまでの人口減少対策

は、有効に機能したとは言い難いと考えておりま

す。国は、平成26年にまち・ひと・しごと創生法

を制定し、まち・ひと・しごと創生総合戦略に基

づき総合的な人口減少対策をスタートいたしまし

た。そして、これまで地方創生関係交付金等によ

り地方自治体の取組を支援し、また政府関係機関

や企業の地方移転を促進する等、人口減少に歯止

めをかけ、東京圏への一極集中を是正し、地方創

生を実現するための取組を進めてきております。

しかしながら、これまでの取組は、全国的な人

口減少や東京圏への一極集中といった大きな流れ

を変えるまでには至らず、むしろ地方から都市圏

への若者や女性の流出が加速し、地方自治体間で

の人口の奪い合いにつながったとの指摘があるの

も事実であります。そして、このことは我が国の

年齢構成と、その根幹にある今日の社会環境の厳

しさを如実に物語っているものと理解しておりま

す。

現在当市に限らず全国の地方自治体は、限られ

た財源の中で、創意工夫をしながら人口減少対策

を実施しておりますが、地方自治体ができること

には限界があります。そのため、国には国家存亡

の危機ということを認識し、最重要課題として、

今まで以上に強いリーダーシップを発揮し、人口

減少対策に取り組んでいただきたいと考えており

ます。

次に、ご質問の３点目につきましては副市長か

ら、敬老会についてのご質問及び国道・県道との

除雪連携についてのご質問につきましては、担当

部長からの答弁とさせていただきます。

〇議長（冨岡幸夫） 齋藤副市長。

（齋藤友彦副市長登壇）

〇副市長（齋藤友彦） 佐賀議員の人口減少対策に

ついてのご質問の３点目、現行の市の対策は、卒

業生の市内就職の定住型かＵターン型、市民以外

の転入のどちらに軸足を置いているかについてお

答えをいたします。

現在市では、ＩターンやＪターンではなく、む

つ市出身者など、もともと市にゆかりのある方を

ターゲットとした卒業後の市内就職の定住型とＵ

ターン型の両方が重要であると考えており、特に

若者に対しての取組に力を入れているところであ

ります。

地域で学び、地域で働くという地元定着の流れ

を創出するため、八戸学院大学をはじめとした高

等教育機関の誘致に取り組み、高校卒業後でも地

元に残り、活躍できる環境づくりに努めておりま

す。

また、生徒の地元企業への就職意識の醸成を図

るため、高校生を対象とした企業見学会バスツア

ーや、中学生の市内企業での職場体験活動の支援

も実施しております。

そのほかにも、高校生から35歳未満の若者を対

象とした市内企業の合同説明会の開催や、地元企

業50社が参画するむつ下北未来創造協議会におい

て、産官学連携により、地元の高等教育機関を核

とした地元雇用やＵターン就職、起業・創業支援

等に取り組んでおります。

加えて進学や就職で市外に転出した方への情報

発信や相談の場として、毎年10月頃に青森県が主

催しております青森県ＵＩターンフェアに参加し

ており、Ｕターンを迷っている方が、そのフェア
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をきっかけに当市に帰ってくる事例もあります。

さらに、新年度ではキッザニアが監修を行い、

小・中学生を対象とした地元企業の職場体験イベ

ントの開催を予定しております。

今後も若者が地元に定着し、活躍できる環境づ

くりに努めてまいりたいと考えておりますので、

ご理解賜りたいと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） 健康福祉部長。

〇健康福祉部長（斉藤洋一） 敬老会についてのご

質問の１点目、エントリー型の敬老会の復活につ

いてお答えいたします。

当市では、社会福祉協議会に委託するという形

で敬老会を開催してまいりましたが、対象となる

77歳以上の方の参加率が10％で推移する中、令和

２年から流行した新型コロナウイルス感染症によ

り開催の見込みが立たないことから、令和３年度

をもって敬老事業を廃止したところでございま

す。

また、令和４年度に実施した第９期高齢者福祉

計画・介護保険事業計画策定のための65歳以上の

方を対象としたニーズ調査では、敬老会事業の再

開を望む方の割合は3.5％、さらに令和５年度に

実施した地域福祉計画策定のための18歳以上の方

を対象としたニーズ調査では、同様に1.6％にと

どまるなど、従来の手法による敬老会の開催は時

代に合わないものと認識されており、そのため全

国的にも敬老会の廃止あるいは縮小を決める自治

体が多くなっております。

一方で、これまでの大人数で祝うという敬老会

から地域でつながる場所として、町内会等が少人

数で敬老会を開催する事例が全国的に多くなって

おり、むつ市内でも複数の町内会が独自に敬老会

を開催しております。

地域の高齢者の皆様が参加しやすく、自分たち

で楽しむためのイベントを実施する敬老事業が今

後は主流になっていくものと感じておりますし、

地域がつながることで、現代の課題の一つでもあ

る高齢者の孤立化の防止や、災害時の共助にもつ

ながるという大変意義深いものであると考えてお

ります。

次に、ご質問の２点目、今後の敬老会の在り方

についてお答えいたします。これからの敬老会は、

自治体主導型から地域共創型がふさわしく、自治

体は後方支援によって地域を支えていくことが肝

要と認識しております。

市では、地域的な共同活動を支援するため、町

内会等が行う自主的な市民活動を支援するため、

むつ市地域の明るい未来づくり応援補助金制度を

設けておりまして、その中で地区内の敬老事業も

交付対象事業の一つとなっております。

また、地域介護予防活動支援事業は、「茶話や

かサロン」という名称で社会福祉協議会に実施し

ていただいているものでありますが、地域に集い

の場を設け、茶話会等を行う町内会や自主的な組

織に対し、助成を行うものであります。

そのほか社会福祉協議会では、ふれあい交流会

等助成事業を行っておりまして、町内会が主体と

なり実施する高齢者等の孤立感の解消、ひきこも

り防止を図るための交流会や見守り活動に対して

活動費の助成を実施しております。

今後におきましても、時代の変化や高齢者のニ

ーズの多様化に対応した敬老事業の転換につい

て、町内会等の活動や取組に対し、市がどのよう

に関わっていくことが望ましいか、国の動向や他

市の状況等も踏まえながら、調査研究に努めてま

いりますので、ご理解賜りたいと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） まちづくり推進部長。

〇まちづくり推進部長（木下尚一郎） 国道・県道

との除雪連携についてのご質問、連絡体制につい

てお答えいたします。

本市における除雪体制は、原則として国道及び

県道は青森県、市道及び生活道路は市が管理主体
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として、それぞれの委託体制及び限られた予算の

中で実施しているため、一方の除雪出動があって、

もう一方はないこともありますが、円滑な交通確

保のため、常に情報提供や情報共有は相互に行っ

ているところでございます。

また、青森県とむつ市は平成24年２月の暴風雪

により下北地域の国道等が通行止めとなり、除雪

作業に多大な影響を被った経験を踏まえまして、

暴風雪等による交通障害が予測される緊急時に

は、青森県またはむつ市のどちらかが要請した場

合において相互に協力して除雪作業を行うことと

し、連携を強化しておりますので、ご理解賜りた

いと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） 19番。

〇19番（佐賀英生） 答弁いただきました。ちょっ

と早く片づけられるほうからいきましょうか。

まず、除雪のほうなのですけれども、今年はか

なり雪が大畑地区も降りまして、大畑地区はかな

りよろしくやって、大変よかったと思うのですが、

県道の部分なのです。ここで話をするのがどうな

のかというのは、いささか考えるところがあるの

ですけれども、連携して、県道がなければ細かい

ところは入れませんので。これ、今大畑地区、来

ますよね、大畑地区のことばかり言って申し訳な

いのですけれども、それはどこが起点になって、

どういう判断で来ているのかというのは、部長、

分かりますか。分からなければよろしいのですが、

分からないか。

（不規則発言あり）

〇19番（佐賀英生） というのは、大畑地区は比較

的長く続いてきているわけですよね。多分私の記

憶が確かならば、苫生のほうから来て、ずっと大

畑に来て、あそこら辺まで、二枚橋辺りまで行く

と思うのですが、そこが除雪にならないと、どう

しても市の業者のほうも入れないと。あれだけ積

もった日は、多分あれ朝方来たのでしょうけれど

も、そういうのがあるので、今質問したのですけ

れども。

例えばむつ地区は降っていなくても、大畑地区

や川内地区が降っているときに、こっちから要望

を出して、先ほどオーケーみたいな話はしていま

すけれども、出して、来れるのか、どのような判

断でやっているのか。そういうときは、市と県は

共通な認識を持っているのか、それだけちょっと

お伺いいたします。

〇議長（冨岡幸夫） まちづくり推進部長。

〇まちづくり推進部長（木下尚一郎） お答えいた

します。

先ほど答弁したのですけれども、管理主体がそ

れぞれになりますので、出動判断については県及

び市別々ですので、その辺の毎日の協議はしてお

りませんが、一方のみの出動により、その接続部

分に寄せ雪等があって、交通に障害がある場合な

どにつきましては、対応を県と協議しております

し、今後も連携をしながら対応してまいりたいと

考えております。

以上でございます。

〇議長（冨岡幸夫） 19番。

〇19番（佐賀英生） ありがとうございました。要

は少し、例えば、例え話はあまりよくないかもし

れないのですけれども、下北というのは結構大き

いですよね、下北半島。市長は承知か否かは別と

して、むつ地区から来て大畑地区まで来る出戸と

いう坂があるのですけれども、そこから来ると、

がらっと気候が違うのです。冬場はかえって大畑

のほうが暖かいのです。海風が来ますから。そう

いう部分があって、気候ががらっと違うという部

分を県のほうに理解していただければ、あくまで

も県のほうに理解していただければ進んでいくと

思っています。ありがとうございました。

続きまして、敬老会について、すみません、後

段のほうの各町内でやっているのが、ちょっと僕
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承知していなくて、分からなかったのですけれど

も、「敬老会」という名前にこだわり過ぎたかも

しれません。ただ、部長、さっき言った明るい未

来づくりとか、茶話やかサロンとかいろいろある。

これは、そういう敬老会に限らず、敬老会という

ものに縛られず、そういう機会をつくっていると

いうことで理解してよろしいのかが１つと、どの

程度の補助とか物があるのかをお教えください。

〇議長（冨岡幸夫） 健康福祉部長。

〇健康福祉部長（斉藤洋一） お答えいたします。

地域の明るい未来づくり応援補助金なのです

が、これは健康福祉部所管の補助金ではないので

すけれども、今手元に要綱がありますので、お示

ししますと、これ１事業当たり5,000円を支援す

るものだそうです。中にいろんなメニューがあり

まして、例えば出前講座ですとか、外部講師によ

る町内会活動支援アドバイスとか、健康づくり事

業、そして敬老会、様々な事業。この１つの事業

に対して5,000円ですので、複数やれば5,000円掛

ける複数という形でお金がいただけるという補助

金というふうに伺っております。

以上です。

〇議長（冨岡幸夫） 19番。

〇19番（佐賀英生） １事業5,000円ということで、

部長もたまに替わりかねに飲みに、御飯食べに行

ったりなんかしますでしょう。今5,000円で割り

勘というのは聞かないですよね。老人クラブの人

だって、老人クラブで集めるときに、やっぱり複

数人来て、多分公園とか何かでやるときのための

お金なのでしょうけれども、その5,000円という

のはどうなのでしょうね、あまり足しに、マイナ

スにならなければ足しになるような金額ではなく

て、では今１つ5,000円ですけれども、全体的に

見て、さっき言ったこの３つぐらいの事業という

のは、全部大体同じような金額でよろしいのでし

ょうか。

〇議長（冨岡幸夫） 健康福祉部長。

〇健康福祉部長（斉藤洋一） もう一つのほうの地

域介護予防活動支援、これは私どもの事業なので

すが、どちらかといいますと、名称どおり介護予

防というところに軸足を置いていまして、その中

で集って、アルコールはちょっとどうかと思いま

すが、何をやってもいいということなのですけれ

ども、これに関しては、活動費として、参加者が

10名までは１回当たり3,000円です。それから、

11名から20名までですと5,000円、それから21名

を超えますと7,000円を支給する制度ですので、

先ほどのものと組み合わせるということもできる

かと思います。

それから、社会福祉協議会のふれあい交流会と

いうのは、もちろんこれは町内会が主体となるも

のなのですけれども、こちらについては、これは

会費ということも出てくるのですけれども、上限

５万円という形で伺っております。

以上でございます。

〇議長（冨岡幸夫） 19番。

〇19番（佐賀英生） 分かりました。そうすれば、

10人以内だと3,000円ということは、10人来れば

１人300円プラスという形ですよね。どうなので

しょうね。要は、例えば僕が考えているというの

は、まず主体をお年寄りの方に限定するわけでは

ないけれども、主体とすれば、まずは講演しても

らいたいのです。役所から頼んだり、警察のほう

はもう以前オーケーもらっていますので。そうす

ることによって、まず未然に詐欺電話とかそうい

うのは防げると。かつ、いろんな津波の防災もで

きるというもの、この部分はクリアできると思う

のです。ただ、来たら、やっぱり多少の交流しな

くてはいけない。それは、当然町内で出すべきも

のだと思っています。そうすることによって、進

んでいくと。

ただ、その金額が高いか、低いかというのは、
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いろんな考え方があるのでしょうけれども、10人

で300円。例えば10人集まって5,000円の補助。い

かがなものかなと思います。少し考えていただい

て、ただこういうのがあるということを承知いた

しましたので、少しいろいろ工夫をしていろんな

ものをしていきたいと。

ただ、いるのではなくて、やっぱりいろんな学

習をしなくてはいけない。せっかくあれだけ無線

の関係だとか、今これからやるファクスのやつで

すとかやっておいて、知らない方が多いわけです。

聞いてもやっぱりすぐ、さっきの時間的な記憶で

はないのですけれども、してしまう、大事にしな

くてはいけないと思っておりますので、よろしく

お願いいたします。

それでは、１番の人口減少の部分に入らせてい

ただきます。先般の新聞で本県の、これ厚生労働

省の動態調査の部分での発表なのですけれども、

県が370人減少したと。それで、大体人数が5,038人

と。ここ10年間で半減しているというのに大変驚

いた。減っているのは分かるのですが。これ先ほ

ど市長が答弁いただいたのですけれども、まさに

そのとおりだと思っております。

何度も言わせていただきますけれども、成績優

秀で、ＩＱも多分高いでしょう。その官僚がそろ

って、すごい学歴の国会議員がそろって、三十数

年減らし続けてきたという、逆になかなかできな

い逆張りの施策が決してよいとは思わないと。僕

最後に言いましたけれども、やっぱりその地域に

合ったものをつくると。ただ、今から始めたって、

20年や30年は見なくてはいけませんので、なかな

か大変だと思うのですが、これ今むつ市の状況と

いうのがどのようになっているのか、まずは聞い

てみたいと思います。出生率と死亡率のほう、も

し分かっていれば二、三年、３年ぐらいの数字で

お教え願いたいと思います。

〇議長（冨岡幸夫） 政策推進部長。

〇政策推進部長（小笠原洋一） それでは、お答え

いたします。

当市の出生数ではございません。令和５年が

222人、令和６年が202人、令和７年が171人とな

っており、過去３年間では約23％、数字的には減

少しております。また、死亡数のほうになります

けれども、令和５年が964人、令和６年が938人、

令和７年が905人となっており、過去３年間で、

数字的には約6.1％減少しておりますけれども、

母数そのものも減っておりますので、一概にただ

死亡数が減ったという実数に関しては、今お答え

したとおりになりますので、ご理解いただきたい

と思います。

〇議長（冨岡幸夫） 19番。

〇19番（佐賀英生） 出生数、222人、202人、171人

と、大体二、三十人ずつ減っていっている、今二

十数名ですか。23％減っていると。これゆゆしき

問題ですよね。死亡率は、これどうしても老人が

多いし、ただこれは緩やかな減少となっています

か。これこのままいくと、本当にいなくなる、大

変な危機になっているのですが、国の施策として

先ほど市長が壇上で述べたとおり、今どっちかと

いうと、増やすというよりも食い止めているとい

うふうな理解の仕方でよろしいかと思います。こ

れ、このまま続けていっても、あまり効果的だと

は思えません。やはり何かの形で、でも財源の問

題がありますから、できることというのは、これ

限られていますよね。仕方がないとは思うのです

が、抜本的な方法が必要かと思っております。

それで、やはり私思うには、卒業してここに残

したいという気持ちもよくよく分かります。僕も

その一人でしたから。ただ、やっぱり卒業して、

例えば高校終わった、大学終わったら、１回ぐら

いはあっちのほうに行ってみたいですよね、東京

か、あるいは都市圏。ちょっと華やかな生活を送

ってしまって、標準語の一つもしゃべってしまっ
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て、行けば田舎、おまえ青森だなとばれるような

イントネーションで行くというのも一つ楽しみが

あると。一番力を入れるべきだというのは、僕は

Ｕターンだと思うのです。もしくは、今僕の周り

でもいますけれども、Ｕターンに関して、先ほど

も言った繰り返しになりますけれども、これから

先の施策以外に、もっと何か次に考えているとか、

このようにしたほうがいいとかというのがありま

したら、お願いいたします。

〇議長（冨岡幸夫） 政策推進部長。

〇政策推進部長（小笠原洋一） お答えいたします。

現在の市の取組といたしましては、Ｕターンに

関しての取組といたしましては、企業誘致を推進

するため、動向調査の実施や、イベントに参加す

ることなど、市のＰＲ活動を行っているほか、直

接企業を訪問したり、つながりを構築することで、

将来への誘致への可能性等々を高めているという

側面もございます。

来年度もいろんな形で、例えば市内でもＩＴの

合弁会社等々が開始を予定していることもござい

ますし、そういうところも含めて、Ｕターンとし

て魅力のある地域になるように検討していきたい

と考えております。

以上です。

〇議長（冨岡幸夫） 19番。

〇19番（佐賀英生） 全国どこでも、やっぱりこの

人口減少というのは大変ゆゆしき問題で取り組ん

でいることと思いますが、私一番大事なのは教育

だと思うのです。何度言っても全部却下なのです

けれども、ここにＪＡＭＳＴＥＣというすごいと

ころがあると。だったら、学部ですとか、高校、

ここにしかないものをつくったりなんかすること

によって集まると。そして、今私の周りでも結構、

僕の長男の嫁さんがそうなのですけれども、出社

しないで、１週間に１回出ればいいのだそうです。

あとはテレワークです。

今博報堂が、12.3％か13.2％か忘れましたけれ

ども、出社率を増やしたらしいのですけれども、

そういう仕事の仕方もできると。どちらかという

と、そういう仕事とか、今はこれからは事務職よ

りも工業系とか、そっちのほうは重宝されてくる

と。そういう教育の力の入れ方というのも考える

一つと思うのですが、どのように考えますでしょ

うか。

〇議長（冨岡幸夫） 齋藤副市長。

〇副市長（齋藤友彦） お答えいたします。

ＪＡＭＳＴＥＣなど、研究機関等の協力を含め

て、そういったところの就職といったところもい

かがかというご質問かと思いますけれども、当市

には海洋研究開発機構ＪＡＭＳＴＥＣのむつ研究

所、日本海洋科学振興財団むつ海洋研究所及び日

本原子力研究開発機構青森研究開発センターが立

地しております。海洋環境科学の重要な研究拠点

となっておりますことは、まさに誇れる市の強み

であるというふうに思っております。

市といたしましても、市内の研究機関との連携、

協力をいたしまして、キャリア教育も含めた形で

教育環境の充実に努めることで、世界水準の研究

活動が行われております市内研究機関において活

躍できるような人材を育成し、就職へとつなげて

まいりたいと考えておりますので、ご理解賜りた

いと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） 19番。

〇19番（佐賀英生） ありがとうございます。やっ

ぱり最後は教育とか学問が身を助けますので、

「学」だな、「問」はいろんなブランドがありま

すからいいですけれども、最後に身を助けると。

そういうものをすることによって、例えばそれが

女性の方が多いとすると、先ほど市長がおっしゃ

ったとおり、女性が残れば結構残るのです。

私は、以前ちょっと結婚式の仕事をしておりま

して、これ不思議なもので、嫁さんがこっちに来
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ると、そうすると、帰ってしまう人が結構多いの

です、なじめないと。ところが、嫁さんがこっち

で、旦那さんがあっちから来るというのは、ほぼ

いるのです。これ不思議なもので。不思議という

か、ちゃんと調べたわけではないのですけれども、

やっぱりそういうのが多いと。だから、いい旦那

さんを見つけてくるようにすればいいと。

女性の方々の部分で、いろいろ私も調べたので

すが、さっき言ったとおり、経済的な部分が一番

多いかなと思うのですが、厚生労働省と日本マザ

ーアンドチャイルド協会というところが調べたア

ンケートなのですけれども、少子化の一番の原因

は何かというのをお母さん方に調べたそうです。

そうしたら、子育てにおける経済的な不安、仕事

と家庭の両立ができないこと、晩婚化、晩産化、

結婚の機会の喪失とかあるわけです。

子育て世代に一番必要なものとなると、児童手

当の経済強化とか、やっていることは全部やって

いるのです。私はそう思います。ただ、ちょっと

矛盾しているのが、やっぱりこういうものを補助

しても、物価が上がっていって結局追いつかない

わけです。分娩費は上がってよろしくなったので

しょうけれども、せっかくこういう施策をしても、

物価が上がったり、周りの学費が上がったりする

と、これそのままスライドするから、埋まらない

のです、この欲しい部分が。この点は、やっぱり

考えていかなくてはいけないと思っています。

それは、市がやるのがいいのか、例えばこっち

からエントリーして、国からそういうものをもら

って新しいモデルケースとするのか。僕、今知事

に期待しているところもあります。あの人は、皆

さん承知のとおり、チャレンジャーですから、い

ろんなものをつくってくれると思っているので

す。いろんな施策を出して、こっちからむつ市モ

デルみたいな感じで二、三十年、20年ぐらいでい

いか、つくって、そういうものをモデルケースを

つくるような努力をしていただきたいと思ってい

るのですが、ちょっと突飛な話かもしれませんが、

市長、どうでしょうか。

〇議長（冨岡幸夫） 市長。

〇市長（山本知也） 佐賀議員おっしゃるとおり、

先ほど壇上でも答弁をさせていただきましたけれ

ども、１人のこどもを育てるまで、平均2,000万

円から2,500万円、だんだん上がっています。物

価高で、日本人の平均年収が30年間変わらなかっ

た。そのことが今の佐賀議員おっしゃった経済的

負担があるので、なかなかこどもを産もうという

意欲が湧かないということだと思うのですが。

一方で、物価高、これがしっかりと給料に反映

される仕組みづくりというのが、地方というか、

国として大事なことだと私自身思っておりまし

て、給料がしっかり上がり、物価高に対応できて

子育てにも対応できる。そういう形が見いだせれ

ば、こどもを産んでもいいかなと思う意欲が湧く

のではないかなと思っております。

むつモデルという意味では、先般産学官金連携

のＣＲＯＳＳ ＱＵＡＤと呼んでいる事業の第１

号がありましたけれども、佐賀議員おっしゃって

いるようなＩＴ合弁会社リンテラスというのが設

立されまして、いわゆるＩＴ企業なので、出社し

なくても仕事ができる体制がいよいよむつ市でも

整ってきたと思いますし、これむつモデルと言っ

ていいと私自身は思っていますけれども。

そのときに取材で答えておりますけれども、

10年前から、もう発表されていますから大丈夫だ

と思いますけれども、東京電力株式会社から、ど

こかとくっついて、そういった起業できませんか

という形の中で、お話はいただいていたのですけ

れども、ゴールできなかったと。それは、やはり

どこの企業とどうくっつくかとか、出資の割合と

か、会社と会社の結婚だと私は思っていますので、

その仲人が今までいなかったのだと思います。そ
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こが商工会議所だったり、市だったり、金融機関

だったり、持っている情報を持ち合わせて、どこ

の企業がくっつけるかなといういろんな紹介の中

でやっとゴールできたという形になっています。

今後第２号案件、第３号案件と幾つかお話をい

ただいているところがありますので、これからも

地域で、やはり首都圏に一回出てもいいと私自身

も思っていますけれども、こっちに戻ってくるた

めの就職がある、そのことが大事だと思っていま

す。そういった形をこれからむつモデルとしてつ

くっていきたいと思っていますし、それに対する

支援を国ないし県と一緒になってやっていくこと

だと思いますので、そのことをもって人口減少に

あらがっていくというのでしょうか、そういった

取組をこれからもむつモデルとして実施してまい

りたいと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） 19番。

〇19番（佐賀英生） 大変ありがとうございます。

ちょっと後段のいろんな企業のマッチングの話は

分からなかったです。大変いいことだと思います。

これは、すぐ結果が出る話ではないものですから、

気長にしっかりとやっていっていただきたいと思

っています。

そうすると、やっぱり人がいないと、結婚しな

くてもこどもはできるのでしょうけれども、取り

あえずは、世間体からいったら、結婚しなくては

いけないと思いますので、婚姻数、もし分かって

いましたら、多分４年、これ終わってからですか

ら、令和４年、令和５年、令和６年あたりだと思

うのですが、お教えください。

〇議長（冨岡幸夫） 政策推進部長。

〇政策推進部長（小笠原洋一） 婚姻数についてお

答えいたします。これは、各年度の数字になりま

すので、ご理解ください。

当市に届出をされました婚姻件数であります

が、令和４年度は488件、令和５年度は476件、令

和６年度は443件となっております。過去３年間

では、約9.2％減少している状況でございます。

以上です。

〇議長（冨岡幸夫） 19番。

〇19番（佐賀英生） ありがとうございます。でも、

それなりの数があるのですよね。僕はさっきも言

いましたけれども、昔の商売、結婚式が商売で、

むつ市が当時７万8,000人くらいの規模のときで

すか、婚姻数が600弱ぐらいだったのです、ずっ

と。でもこれだけ減ってもまあまああるというこ

とは、それなりに結婚しているのですよね、結婚

式がなくなっただけで。そうすれば、少しまだま

だ希望が若干持てるのかなと。あくまで婚姻数。

では、ここにいると限らない部分もあるかもしれ

ませんが。

出生数を見れば、大体約半分ちょいかですよね。

ただ、１カップルで２人産む方もいますし、婚姻

数にしたって、２度、３度チャレンジする方もい

らっしゃるので、全てイコールの形ではないと思

いますが、これからいくと、この数字で持ってい

けば、予測で結構なのですけれども、大体これで

スライドしそうな感じでしょうか。予測で結構で

す。婚姻数と出生数は、大体こんな比率でいきそ

うな感じか、もし分かっていたらお願いいたしま

す。

〇議長（冨岡幸夫） 政策推進部長。

〇政策推進部長（小笠原洋一） 大変申し訳ござい

ませんけれども、根拠はございませんので、すみ

ません、答弁は控えさせてください。

以上です。

〇議長（冨岡幸夫） 19番。

〇19番（佐賀英生） すみません、そうですよね。

今自分でやって、さっきから汗かいて、ますます

汗かいてきたのですけれども。

いずれにしても、すぐすぐこうなるわけではあ

りませんし、また今私のところにも、うちの息子



- 125 -

の友達だとか、その後輩が農業をやりたいという

ことで２人ぐらい来ています。あと、漁業をやり

たいのだけれども、どうかというので考えていま

すけれども、そろそろ終わる時間ですからあれし

ますけれども。

私こうやって皆さんの税金で禄をはんで、糊口

をしのがせていただいてきましたので、最後に養

殖事業だとか、これ海のほうです、あとはおかの

ほうで野菜とかいろいろやりたいのですが、調べ

たら葉物以外はもうからない、設備がかかるです

とか、いろいろ聞くのですけれども、何かここで

できるもの、テクノロジー関係の養殖事業とかや

りたいと最後考えていますので、ぜひともここに、

科学的にＩＴだとかいろんなものを勉強して戻っ

てくるようなこどもたちができるような環境、ま

してやあちこち歩けるような環境、市場は日本国

全部です。そう考えればいいと。

この前、何か脇野沢の杉浦議員が言っていまし

たけれども、タイが余って余ってしようがないと。

これうまく活じめしたりなんかして出せるような

創意工夫をすれば、何かが一つチャンスというの

はあるかと思うのです。ぜひともそういうふうに

していきたいと思っていますが、最後に市長、さ

っき言ったものと、何かもっと別なもので、いろ

んなマッチングだとか考えがあればお教え願いた

いと思います。

〇議長（冨岡幸夫） 市長。

〇市長（山本知也） 当初予算と関連がありますの

で、概要だけ申し上げさせていただきたいと思い

ます。

下北ハイテクフードバレー構想、今むつ市で考

えてございます。いわゆる今までやませ地帯で農

業がなかなか不毛の地帯だと言われていた下北地

域でありますけれども、今では逆に温暖化で農業

にも光が差しているような状況にありますので、

東北大学さんとも連携をさせていただいておりま

すし、様々な機関とどういった作物がこの地域に

合っているのか、テクノロジーでどこまで改善で

きるのか、今それを研究をさせていただいており

ますので、今も現在進行形でやっておりますけれ

ども、新年度も、この地域でこれから目指すべき

産業、そういったものを地域の皆さんと、プレー

ヤーはどうしても行政ではありませんので、地域

の皆さんとともに歩んでいける産業をこれからも

築いてまいりたいと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） 19番。

〇19番（佐賀英生） ありがとうございました。最

後産業の話になったのですけれども、いずれも根

幹にあるのは人口減少を止めるということ、そし

て少子化を止めるということ、ここに定住すると

いうことが一番の根幹をなすものと思いますの

で、ぜひともよろしくお願いいたします。

終わります。

〇議長（冨岡幸夫） これで、佐賀英生議員の質問

を終わります。

ここで、午前11時まで暫時休憩いたします。

午前１０時４８分 休憩

午前１１時００分 再開

〇議長（冨岡幸夫） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

◎村中浩明議員

〇議長（冨岡幸夫） 次は、村中浩明議員の登壇を

求めます。10番村中浩明議員。

（10番 村中浩明議員登壇）

〇10番（村中浩明） 皆さん、おはようございます。

10番、会派陸奥未来の村中浩明でございます。

今年度をもって退職されます職員の皆様には、

これまで長きにわたりむつ市のためにご尽力され

てきたご功績とご苦労に対し、心から敬意を表す
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る次第でございます。これからも地域発展のため

にご尽力いただき、これからの人生が充実したも

のでありますように、ご活躍とご健勝を心より祈

念申し上げます。

それでは、むつ市議会第267回定例会におきま

して、通告に従いまして一般質問いたします。市

長並びに理事者各位におかれましては、明快かつ

前向きなご答弁をよろしくお願いいたします。

下北ジオパークは、2016年に日本ジオパークネ

ットワークへの加盟認定以来、ユネスコ世界ジオ

パークの認定を目指し、活動しておりましたが、

この間２度にわたる再認定審査や、日本ジオパー

ク全国大会の開催など、着実に実績を積み上げ、

地域に浸透してきていることは周知の事実である

と感じております。

このような中、昨年のむつ市議会第266回定例

会の行政報告では、次なる目標をユネスコ世界ジ

オパークの認定と捉え、下北ジオパーク推進協議

会の一般社団法人しもきたツーリズムへの移行に

ついて検討を進めるとの報告がありました。いよ

いよ本格的に世界へ挑戦するとのことで、この挑

戦が地域の未来を力強く切り開くものとなります

よう、期待してやみません。

さて、ユネスコ世界ジオパークへの取組は、既

に地域住民からも始まっております。下北ジオパ

ークサポーターの会では、去る１月17日に日本で

初めて世界ジオパークとなった洞爺湖有珠山ジオ

パークから講師を招いて、「ユネスコ世界ジオパ

ークと地域の活動」と題し、講演会を開催いたし

ました。

講師であった加賀谷氏は、「世界のジオパーク

の中にはそれぞれの地域ごとに個性があり、その

個性を誇りとして活動している。どの地域も今あ

るものを未来に残すために、いかに地域の人が理

解して活用、保護していくかが大切である」とお

っしゃっていらっしゃいました。

下北は、日本を構成する４つの主要な地質がコ

ンパクトに見られるという希有な地域でありま

す。そして、性質が異なる３つの海があり、ほか

にはないここだけの地域資源があり、そこに育ま

れる人の営みや文化は、これからも持続可能な資

源として、未来に対し残すべきものと認識してお

ります。

また一方で、下北ジオパークガイドの会では、

去る２月14日に「英語で下北ジオパーク ＥＮＧ

ＬＩＳＨ ＳＰＥＥＣＨ ＣＯＮＴＥＳＴ」と題

した発表会を開催いたしました。このコンテスト

は、スピーチはもとより、司会進行に至るまで英

語で行われ、下北ジオパーク協議会会長でありま

す市長の挨拶までも英語で行ったと伺いました。

発表者の中には、小学生も多数参加したほか、会

場には下北５市町村各地から観覧にいらしたそう

です。

このように、ユネスコ世界ジオパーク認定の取

組は、地域の中から既に始まっております。そし

て、下北ジオパーク推進協議会としても、４月か

ら事務局を移行し、ユネスコ世界ジオパーク認定

に向けた市長の意気込みを伺いたく、次の５点に

ついてお伺いいたします。

１点目、下北ジオパークがユネスコ世界ジオパ

ークを目指す理由について、市長の意気込みをお

聞かせください。

２点目は、ユネスコ世界ジオパークの認定条件

についてであります。これからユネスコ世界ジオ

パークを目指していくに当たり、どのような条件

をクリアしていかなければならないのかをお伺い

します。

３点目は、下北ジオパーク推進協議会事務局が

一般社団法人しもきたツーリズムへ移行するに至

った経緯についてお伺いします。さきの行政報告

では、下北ジオパーク推進協議会と一般社団法人

しもきたツーリズムの両団体がそれぞれ移行につ
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いて承認されたとのことでしたが、移行までの経

緯や、なぜ移行しなければならなかったのかにつ

いてお伺いいたします。

４点目は、下北ジオパークを核とした郷土愛の

醸成についてであります。下北ジオパークの目的

の一つに、郷土愛の醸成があります。地域の住民

一人一人が地域を好きになる活動は、ユネスコ世

界ジオパーク認定に向けても大切な取組と捉えて

おりますが、今後の展開についてお伺いいたしま

す。

５点目は、国内外からの来訪者への対応につい

てであります。こちらもユネスコ世界ジオパーク

への認定に向けて、今後外国からの来訪者も視野

に入れた取組をさらに進めていく必要があると考

えますが、市長の見解をお伺いいたします。

以上、１項目５点について壇上からの質問とさ

せていただきます。

〇議長（冨岡幸夫） 市長。

（山本知也市長登壇）

〇市長（山本知也） 村中議員のご質問にお答えい

たします。

まず、下北ジオパークについてのご質問の１点

目、下北ジオパークがユネスコ世界ジオパークを

目指す理由についてお答えいたします。2016年９

月、日本ジオパークネットワークへの加盟が認定

され、下北ジオパークが誕生しました。その後、

２度にわたる再認定を経て、日本ジオパーク全国

大会も開催するまでに成長した今、次なる目標を

ユネスコ世界ジオパークの認定と位置づけており

ます。

ユネスコ世界ジオパークを目指す理由は、大き

く分けて２つあります。１つ目は、ユネスコ世界

ジオパークの認定という高い目標に向かって地域

住民や事業者が一体となって取り組むことで、一

層強固な連帯感を醸成できること。２つ目は、世

界から注目されることにより、地域に暮らす一人

一人が誇りとプライドを持ち、自らの言葉で下北

を発信していけるようになることであります。

このような活動を進めることは、地域経済の発

展や教育の底上げ、文化や自然遺産の保全へつな

がり、持続可能な社会の実現に結びつく原動力に

なるものと考えております。

ユネスコは、世界遺産活動でも知られる国連の

専門機関であり、その認定は決して簡単なことで

はありませんが、世界が認める下北となることは、

今ここに暮らす私たちが、そしてこれから下北に

生まれてくるこどもたちにとって大きな誇りにつ

ながるものと信じております。

現在下北ジオパークサポーターの会や下北ジオ

パークガイドの会も、それぞれ世界を見据えた活

動を進めております。このような活動が広がり、

地域が一体となって挑戦を続けることにより、ユ

ネスコ世界ジオパークの認定を目指すこととなり

ます。

下北に住む全ての人が自分の地域に誇りを持っ

て堂々と世界に発信し、次世代へ守り継いでいく、

そのような夢を持って取り組む活動を支援してま

いります。

次に、ご質問の２点目、ユネスコ世界ジオパー

クの認定の条件につきましては、担当部長からの

答弁とさせていただきます。

次に、ご質問の３点目、下北ジオパーク推進協

議会事務局が一般社団法人しもきたツーリズムへ

移行するに至った経緯についてお答えいたしま

す。ユネスコ世界ジオパークの認定に当たっては、

国が定める法的資格のある組織によって適切な管

理運営が行われていることが条件の一つとして求

められております。このことから、下北ジオパー

ク推進協議会自体を法人化させる等、その方策に

ついて検討してまいりましたが、下北ジオパーク

を生かしたコンテンツ開発や下北ジオパークガイ

ドの会の事務局を担う等、ジオパーク活動との親
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和性が高く、地域連携ＤＭＯとして活動している

一般社団法人しもきたツーリズムに移行すること

が最適であると判断し、関係団体にご協議をいた

だき、ご承認を賜りましたことから、このたびの

移行に至ったものであります。

４月からは、まず事務局を移行いたしますが、

ユネスコへの申請に向けた取組を進めるととも

に、下北地域が持つ山や川、海という資源を生か

した取組を進めることとしております。

次に、ご質問の４点目、下北ジオパークを核と

した郷土愛の醸成について及びご質問の５点目、

国内外からの来訪者への対応につきましては、担

当部長からの答弁とさせいただきます。

〇議長（冨岡幸夫） 政策推進部長。

〇政策推進部長（小笠原洋一） 下北ジオパークに

ついてのご質問の２点目、ユネスコ世界ジオパー

クの認定条件についてお答えいたします。

ユネスコ世界ジオパークの認定条件につきまし

ては、８項目が示されておりまして、主なものと

いたしましては、社会が直面している重要課題へ

アプローチしていること、地域住民等あらゆる立

場の人を巻き込んだ活動をしていること、地質遺

産が法的に保護されていることなどとなっており

ます。

次に、ご質問の４点目、下北ジオパークを核と

した郷土愛の醸成についてお答えいたします。下

北ジオパークでは、郷土愛の醸成を図ること及び

地域のブランド力向上を大きな目的に掲げており

ます。これまで出前講座と学校との連携、ジオパ

ークガイドの育成、住民参加型ツアーやイベント

の開催、情報発信等を通じ、大地を知り、ふるさ

とを誇りに思う心を育てる取組を進めてまいりま

した。事務局移行後も、これらの取組を一層充実

させるべく、市といたしましても連携を図りなが

ら、引き続き支援してまいります。

次に、ご質問の５点目、国内外からの来訪者へ

の対応についてお答えいたします。まず、ハード

面の取組として、地質サイトまでの遊歩道の整備

等を進めるとともに、ユネスコ世界ジオパークの

基準に沿った見やすい看板の設置や視認性の向上

を図ることとなります。

また、ソフト面におきましては、来訪者や下北

ジオパークに興味や関心をお持ちの方に対する情

報発信を強化するなど、下北ジオパークのファン

の拡大を目指して取り組んでいくこととなりま

す。

これらの課題解決に向け、市といたしましても

連携を密にし、しっかりと支援してまいりますの

で、ご理解を賜りたいと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） 10番。

〇10番（村中浩明） 答弁いただき、ありがとうご

ざいました。それでは、順次再質問させていただ

きます。

２点目のユネスコ世界ジオパークの認定条件と

はについての再質問です。下北ジオパークがユネ

スコ世界ジオパーク認定に足りないものは何なの

か、こちらのほうをお伺いいたします。

〇議長（冨岡幸夫） 政策推進部長。

〇政策推進部長（小笠原洋一） お答えいたします。

８つの認定条件のうち、国際的な地質学的価値

のある地形、地質遺産を含むこと、国が定める法

的資格のある組織による適切な管理運営がなされ

ていること、国際的ネットワークにおいて、経験

の共有やプロジェクトへ参加していることの３項

目につきましては、現時点では未達成にあるもの

と認識しております。

以上です。

〇議長（冨岡幸夫） 10番。

〇10番（村中浩明） 今後認定手続が必要になって

くると思いますが、そこでユネスコ世界ジオパー

クの認定までにはどのような手続が必要なのかお

伺いいたします。
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〇議長（冨岡幸夫） 政策推進部長。

〇政策推進部長（小笠原洋一） お答えいたします。

ユネスコ世界ジオパークの認定手続は、まず日

本ジオパーク委員会による書類審査及び現地審査

を受け、国内推薦を得る必要がございます。その

後、ユネスコへ申請し、ユネスコ世界ジオパーク

・カウンシル、これは審査等々を行う委員会にな

りますけれども、このカウンシルによる書類審査

及び現地審査を経て、最終的に認定の可否が決定

されます。認定の可否の期間につきましては、過

去の事例ではおおよそ２年間の期間を要しており

まして、下北ジオパークは2032年、６年後のユネ

スコ世界ジオパーク認定を目指しており、その２

年前に当たる2030年までには国際的な地質学的価

値や、国際的ネットワークにおける経験といった

課題を解決した上で申請する計画としておりま

す。

以上です。

〇議長（冨岡幸夫） 10番。

〇10番（村中浩明） 今から４年後、2030年に課題

解決をした上で申請をし、そして６年後、2032年

にユネスコ世界ジオパーク認定を目指していると

のことでした。

そこで、認定に向けた今後の取組の方向性はど

のように考えているのかお伺いいたします。

〇議長（冨岡幸夫） 政策推進部長。

〇政策推進部長（小笠原洋一） お答えいたします。

今後の取組につきましては、一般社団法人しも

きたツーリズムの知見を積極的に取り入れなが

ら、新たに下北ジオパーク推進計画を策定し、着

実に履行していくことで、ユネスコ世界ジオパー

ク認定を目指すこととなります。

以上です。

〇議長（冨岡幸夫） 10番。

〇10番（村中浩明） 次に、３点目の下北ジオパー

ク推進協議会事務局が一般社団法人しもきたツー

リズムへ移行するに至った経緯についての再質問

をいたします。法人化によって活動がどう変わる

のか、また期待される効果等はどのようなものが

あるのかお伺いいたします。

〇議長（冨岡幸夫） 市長。

〇市長（山本知也） 事務局が一般社団法人しもき

たツーリズムへ移行した後におきましても、研究

活動や教育活動等の公益的な事業につきまして

は、これまでどおり継続していくこととしており

ます。

また、事務局が法人格を有する団体へ移行する

ことによりまして、これまで実施が困難でありま

したツアー商品の開発といった収益を伴う事業が

展開できるようになり、より質の高いサービスの

提供を実現できるものと考えております。

〇議長（冨岡幸夫） 10番。

〇10番（村中浩明） ぜひ研究活動、教育活動など、

これまでどおり継続していくということですの

で、引き続きお願いいたします。

それでは、市として今後どのような支援をして

いくのかお伺いいたします。

〇議長（冨岡幸夫） 市長。

〇市長（山本知也） ユネスコ世界ジオパークの認

定に向けた取組は、公益的な事業、先ほど来申し

上げております研究活動、教育活動等もございま

すことから、事業が軌道に乗るまでの間、市から

職員を派遣することとしております。

また、財政的な支援につきましても、５市町村

からの負担金を継続依頼し、安定的な活動の推進

を支援してまいりたいと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） 10番。

〇10番（村中浩明） ぜひ財政的な支援や安定的な

活動というものを継続していただければと思いま

す。

続きまして、４点目の下北ジオパークを核とし

た郷土愛の醸成についての再質問をいたします。
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下北ジオパークでは、郷土愛の醸成を目的の一つ

として掲げており、地域資源を深く理解し、興味、

関心を持っていただくことで地域を好きになると

いう活動をしておりますが、地域を好きになるき

っかけは、人それぞれであるのではないかと考え

ております。

例えば先日開催されました六ヶ所村にあります

環境科学技術研究所の農学博士である山上氏の

「むつ特有の植生と身の回りの植物」での講演会

では、恐山周辺の貴重な植物の紹介がありました。

また、大畑の二枚橋一帯では縄文遺跡群が数多く

存在すること、そのほか最近新聞でも掲載されま

したナウマンゾウの新たな研究成果など、下北に

はまだまだ魅力があるにもかかわらず、紹介し切

れていない価値がたくさんあると思います。

このような地域にまだまだある価値あるものを

今後活用していくことで、さらに下北を好きにな

る人が増えていってほしいという思いから再質問

いたします。

地球の歴史や植物と地質以外の資源をジオパー

クのストーリーにどのように取り込んでいくの

か、お考えがありましたらお知らせください。

〇議長（冨岡幸夫） 政策推進部長。

〇政策推進部長（小笠原洋一） お答えいたします。

ユネスコ世界ジオパークでは、地質遺産の保全

はもとより、近年の動向として地質遺産に加え、

自然や文化遺産についても地域を語るストーリー

に組み込んでいくことが求められております。

地域の歴史や伝統芸能、貴重な動植物等も下北

ジオパークを語る上で欠かすことのできない重要

な要素でありますことから、これらを大地と結び

つけながら、地域を語るストーリーとして紡いで

まいりたいと考えております。

〇議長（冨岡幸夫） 10番。

〇10番（村中浩明） 下北ジオパークは、認定され

る前、その当時は下北半島ジオパーク構想協議会

というお名前でしたけれども、約12年前、2014年

に日本ジオパークネットワークへの加盟が見送ら

れた際の審査結果報告書の中で、今後の課題、改

善すべき点として、地質学の研究成果は整理され

ている一方で、生態学や考古学、民俗学など、周

辺分野の研究整理が十分ではないことが指摘され

ていました。また、地域住民や観光客に向けた防

災・減災の取組が行われていない点も課題として

挙げられ、ジオパーク活動を通じた防災意識の向

上が求められておりました。

こうした指摘を踏まえ、今後は生態学、考古学、

民俗学、植物など、より幅広い分野の視点を取り

入れながら、下北ジオパークの魅力と価値を一層

高めていただきたいと考えております。下北なら

ではの唯一無二のジオパークとして成長していく

ことを心から期待しております。

再質問、次に下北の自然、文化、歴史を学ぶ機

会や住民参加型の活動をどのように広げていくの

かお伺いいたします。

〇議長（冨岡幸夫） 政策推進部長。

〇政策推進部長（小笠原洋一） お答えいたします。

学ぶ機会や住民参加型の活動につきましては、

今年度は佐井村においてジオパーク・ラボと題し

た取組を実施し、実験を通じて下北ジオパークの

地域資源の普及啓発に努めたほか、東通村におい

て「サイトキャラバン」と題し、下北ジオパーク

ガイドの協力の下、地元の方々を対象としたガイ

ドツアーを実施し、自然、文化、歴史を学ぶ機会

を創出しております。

また、下北ジオパークサポーターの会や地域事

業者と連携し、海岸清掃活動や各種講演会を実施

するなど、住民参加型の活動を展開しております。

今後におきましても、地域の皆様と連携を図り

ながら、下北ジオパークを学ぶ機会の充実と住民

参加型の活動の拡充に努めていくこととなりま

す。
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以上です。

〇議長（冨岡幸夫） 10番。

〇10番（村中浩明） 学ぶ機会の充実と住民参加型

の活動の充実、拡充に努めていくとのことでした。

下北ジオパークサポートの会では、毎年中野沢地

質サイトでは、市長、副市長、海上自衛隊大湊地

区隊総監をはじめ隊員、そして地域住民の皆様の

参加で海岸清掃活動を行っており、大変感謝して

おります。

学ぶ機会や住民参加型の活動をより活発に行っ

ていくため、そのような地質サイトへ行く際にも

アクセスしやすいように、今後整備していってほ

しいと思います。

次に、こどもや若い世代が地域に誇りを持てる

ような教育プログラムはどのように考えているの

かお伺いいたします。

〇議長（冨岡幸夫） 政策推進部長。

〇政策推進部長（小笠原洋一） 海上自衛隊大湊地

区隊と連携して実施しましたこどもジオ芦崎探検

隊や国立研究開発法人海洋研究開発機構むつ研究

所と連携して実施しましたちぢり浜での沿岸観察

会は、こどもたちにとって自然や地域を学ぶ上で

非常に有意義なプログラムであると認識しており

ます。

また、下北ジオパークでは、出前講座にも力を

入れており、ご依頼があれば各地へ伺い、こども

や若い世代の皆様が地域に誇りを持てるような内

容の講座も実施しております。

今後につきましても、こどもたちが地域に関心

を持ち続けられるようなプログラムを展開すると

ともに、私たちが目指すユネスコ世界ジオパーク

認定が地域への誇りを一層高める契機となること

を期待して取組を推進することとなります。

以上です。

〇議長（冨岡幸夫） 10番。

〇10番（村中浩明） ぜひともこどもたちや若い世

代の皆様が地域に関心を持ち続けられるような取

組を今後もお願いいたします。

次に、５点目の国内外からの来訪者への対応に

ついての再質問をいたします。地質サイトでの看

板等の多言語対応の現状と今後の方針について、

どのように考えているのかお伺いいたします。

〇議長（冨岡幸夫） 政策推進部長。

〇政策推進部長（小笠原洋一） お答えいたします。

地質サイトに設置してあります解説看板は、下

北ジオパークの18エリアのうち、設置されている

のは11エリアとなっております。

ユネスコ世界ジオパークへの認定に向けては、

十分とは言えない状況でありますことから、今後

は看板設置計画に基づき、計画的に整備を進める

こととなります。

整備に当たりましては、二次元コード等で多言

語の情報が得られるよう整備していくとともに、

パンフレットの整備やＳＮＳ等での情報発信につ

いても多言語対応を意識した取組を展開すること

となります。

また、多言語対応につきましては、現在英語を

併記しておりますが、今後は客層を踏まえた適切

な言語表現についても検討することとなります。

以上です。

〇議長（冨岡幸夫） 10番。

〇10番（村中浩明） 看板設置は、18エリアのうち

11エリアということでありました。ユネスコ世界

ジオパーク認定を目指す上で、地質サイトの魅力

や価値を正しく伝えるためには、解説看板の充実

や多言語対応が欠かせません。訪れる方々が理解

しやすく、国内外からの来訪者にも分かりやすい

環境を整えることが認定基準の達成にもつながり

ます。

こうした観点から、地質サイトの解説看板の整

備と多言語での情報発信を進めていただきたいと

考えております。
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それでは次に、外国語対応ガイドの育成につい

て、どのように考えているのかお伺いいたします。

〇議長（冨岡幸夫） 政策推進部長。

〇政策推進部長（小笠原洋一） お答えいたします。

現在英語ガイドの認定に向けた制度の構築を進

めております。下北ジオパークガイドを対象に、

英語による実技試験を実施し、当該試験に合格し

た方を英語ガイドとして認定する仕組みを整えて

おります。

また、先日下北ジオパークガイドの会が主催し

て開催いたしました 「英語で下北ジオパーク

ＥＮＧＬＩＳＨ ＳＰＥＥＣＨ ＣＯＮＴＥＳ

Ｔ」のスピーカー等の人材も取り込みながら、外

国人来訪者に適切に対応できるガイドの育成も進

めることとしております。

以上でございます。

〇議長（冨岡幸夫） 10番。

〇10番（村中浩明） ありがとうございます。

次に、地域事業者と連携した受入環境の整備に

ついて、どのように考えているのかお伺いいたし

ます。

〇議長（冨岡幸夫） 政策推進部長。

〇政策推進部長（小笠原洋一） お答えいたします。

外国人の受入環境の整備につきましては、県が

推進している外国人が利用しやすい立ち寄り施設

の基準を参考に取組を進めております。

翻訳アプリ等を活用した多言語対応や非接触型

決済の導入、算用数字の使用、無料Ｗi―Ｆiの整

備といった項目につきまして、現在地域事業者を

対象としたヒアリング調査を実施しておるところ

でございます。

今後は、調査結果を踏まえ、下北管内の外国人

が利用しやすい立ち寄り施設の登録件数を増加さ

せることで、外国の方々の受入環境の充実を図る

こととなります。

あわせて、来訪者が安心して利用できるよう、

外国人向けのホームページ開設等にも取り組んで

まいりたいと考えております。

〇議長（冨岡幸夫） 10番。

〇10番（村中浩明） ぜひ外国人の受入環境の充実

を、今後取組をお願いいたします。

最後に、市長にお伺いいたします。市長のユネ

スコ世界ジオパーク認定へかける意気込みをお伺

いいたします。

〇議長（冨岡幸夫） 市長。

〇市長（山本知也） 先ほども壇上で申し上げまし

たけれども、ユネスコ世界ジオパークへの認定は、

決して簡単なことではない、そういった認識を持

っております。一方で、下北に住む全ての人が自

分の地域に誇りを持って堂々と世界に発信して次

世代へ守り継いでいく、そのことが地域の一体感

にもつながってまいると思いますので、ぜひ皆さ

んとともに大きな夢を持って取り組む活動を支援

してまいりたいと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） 10番。

〇10番（村中浩明） 市長、ありがとうございまし

た。

ユネスコ世界ジオパーク認定に向けた取組は、

地域の将来に大きな意義を持つ重要な挑戦である

と思います。地域の一人として大きな期待と喜び

を感じております。

市長には、これまで以上に明確なビジョンと実

行力を持って先頭に立っていただき、地域住民、

専門家、関係団体との連携を強固にしながら、確

かな成果につなげていただきたいと願いまして、

私の一般質問を終わります。ありがとうございま

した。

〇議長（冨岡幸夫） これで、村中浩明議員の質問

を終わります。

ここで、昼食のため午後１時まで休憩いたしま

す。

午前１１時３２分 休憩
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午後 １時００分 再開

〇議長（冨岡幸夫） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

◎浅利竹二郎議員

〇議長（冨岡幸夫） 次は、浅利竹二郎議員の登壇

を求めます。16番浅利竹二郎議員。

（16番 浅利竹二郎議員登壇）

〇16番（浅利竹二郎） ただいま冨岡議長よりご指

名をいただきました自由民主党、自民クラブの浅

利竹二郎でございます。むつ市議会第267回定例

会、一般質問の最後となりますが、通告順に従い

行いますので、市長並びに理事者各位におかれて

は、簡潔明瞭、前向きなご答弁をお願いいたしま

す。

さて、２日前の２月28日、アメリカはイランを

空爆、最高指導者のハメネイ氏をはじめとした主

要閣僚等を殺害、日本の石油の大動脈、ホルムズ

海峡も閉鎖されました。国連の安全保障理事会が

機能不全の今、力の倫理が世界を覆い尽くしてい

ます。事の是非はともかく、自らの国を自らの手

で守る備えなき国家は踏み潰されるのが現実であ

り、国の平和はしっかりとした安全保障の上に成

り立つことを明記すべきであります。

さきの衆議院解散総選挙、自民党の圧勝に終わ

りました。国民は、衆議院３分の２以上の議席を

持って高市政権に日本のかじ取りを委ねたわけで

あります。当然憲法改正も発議されるでしょう。

日本は、戦後80年を経て、ようやく自前の憲法改

正に着手できる環境にたどり着きました。今後の

推移を期待を込めて見守りたいと思います。

３月定例会になると思い出すのが、3.11の東日

本大震災で、議会開催中の出来事でありました。

最近の新聞報道によりますと、北海道十勝沖海底

下にひずみが蓄積し、超巨大地震の起こる準備が

整った状態だと報じていますし、山本市長は２月

19日の令和８年度一般施政方針冒頭にも、「「日

本海溝・千島海溝沿いの巨大地震」は、もはや「い

つ来る」ものではなく、「明日起きてもおかしく

ない」」と述べているほどに切迫しているのであ

ります。一般市民の備えはもちろんですが、むつ

総合病院の入院病棟は一日も早く工事に着手し、

患者の安全を守ると同時に、下北医療圏域の要と

しての信頼確立に尽力していただきたいと切望す

るものであります。

それでは、一般質問に入ります。

一般質問の第１は、むつ市コミュニティ空港構

想についてであります。今年２月２日、仮称コミ

ュニティ空港整備構想検討協議会がむつ市役所内

で開催され、地域振興や利便性向上の観点から検

討されたものと承知しています。目的は、地域経

済の活性化を図るため、産業の観点からコミュニ

ティ空港の整備について検討することとうたわれ

ていますが、このことについて、次の３点につい

てお伺いいたします。

１点目は、設置構想の趣旨はどのようなものか

についてでありますが、本構想は地域経済の活性

化、観光振興、医療体制の補完、防災機能の強化

など、どのような目的、問題解決を念頭に置いた

ものなのか、その構想の趣旨を市はどのように認

識しているかお伺いいたします。

２点目は、全国の半島及び離島等空港の現状に

ついてであります。半島部、離島地域等における

地方飛行場の多くは、利用者数の伸び悩み、維持

管理費の負担など、厳しい運営状況にあるとの指

摘もあります。こうした地方飛行場の全国的な現

状について、市はどのように分析しているかお伺

いします。

３点目は、当該空港構想が実現に至るまでの諸

課題等についてでありますが、上記２点を踏まえ、
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事業化に向け、当該飛行場の実現可能についての

諸課題をお伺いいたします。

質問項目の第２は、少子化対策と成婚率向上の

位置づけについてであります。本市における少子

化対策は、子育て支援や出産支援が中心となって

いますが、結婚に至る機会、成婚率の向上が出生

数確保の前提条件であると考えます。市として成

婚率向上を少子化対策の一環としてどのように位

置づけているのか、次の３点につきお伺いいたし

ます。

１点目は、少子化と成婚率低下に相関関係はあ

るかについてであります。外国のフランクな男女

関係と違って、日本では出産の認知はおおむね結

婚が前提であります。成婚率が低下すれば、必然

的に少子化にも影響があると考えますが、相関性

が認められるのかどうかお伺いいたします。

２点目は、自治体は結婚支援についてどのよう

なスタンスを取るべきと考えるかについてであり

ます。結婚支援を単発のイベント等にとどめるの

ではなく、雇用、所得、住まい、出会いといった

総合的施策として進めていくべきと考えますが、

お伺いいたします。

３点目は、成婚率向上に向けた具体的施策と今

後の展開についてであります。少子化の進行と未

婚化の広がりは、本市の将来を左右する重要な課

題であります。結婚は、個人の問題から地域存続

に関わる社会的課題の視点転換が必要と考えます

が、具体的施策をお伺いいたします。

質問の第３は、身寄りなき高齢者等への支援に

ついてであります。単身高齢者や身寄りのない高

齢者の増加は、全国的な課題であり、本市におい

ても入院時の身元保証や死亡後の手続などで支援

を必要とする事例が増えているものと認識してい

ます。

そこで、次の３点につきお伺いいたします。

１点目は、2027年度から社会福祉協議会が開始

を検討している「死後事務支援事業」の概案につ

いてであります。死後事務支援事業とは、具体的

にどのような内容を想定しているのかお伺いいた

します。

２点目は、この事業に対し、むつ市行政はどの

ような形で関与するのかであります。この事業に

対し、むつ市行政は制度面、財政面、周知相談体

制など、どのような形で関与、連携していくのか

お伺いいたします。

３点目は、高齢化社会の現状に照らし、行政の

施策として高齢者支援をどのように位置づけてい

るのかであります。将来的に死後事務支援事業を

含め、身寄りなき高齢者支援を市の施策として制

度的に位置づける必要がないかお伺いいたしま

す。

これで、３項目９点について壇上よりの質問を

終わります。

〇議長（冨岡幸夫） 市長。

（山本知也市長登壇）

〇市長（山本知也） 浅利議員のご質問にお答えい

たします。

まず、むつ市コミュニティ空港構想についての

ご質問の１点目、設置構想の趣旨についてお答え

いたします。下北半島は、半島という地理的特性

から、陸路が寸断された場合に孤立するリスクが

高く、また原子力関連施設が集積していることか

らも、大規模災害など、万が一の事態に備える必

要があります。市といたしましては、このように

半島防災、原子力防災という観点から、市民の皆

様の命を守るために避難路としての陸路や海路に

加えて空路を確保することが重要だと認識してお

ります。

また、空路については防災だけではなく、地域

経済の活性化や観光振興という観点からも大きな

効果が期待されます。

市内に空港が整備され、これを平時にも活用す
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ることができれば、新たな産業、雇用、人流、物

流が創出され、地方創生の実現に大きく寄与する

ものと認識しております。

このように、産業、経済の面でも大きな効果を

地域にもたらす可能性がある空港の整備につきま

しては、先月２日に設立されたむつ市コミュニテ

ィ空港整備構想検討協議会において、今後検討が

進められることになりますが、市も協議会のメン

バーでありますので、官民連携した形で当市の実

情に合ったコミュニティ空港の整備構想を検討し

てまいります。

次に、そのほかいただいたご質問につきまして

は、担当部長等からの答弁とさせていただきます。

〇議長（冨岡幸夫） 政策推進部長。

〇政策推進部長（小笠原洋一） むつ市コミュニテ

ィ空港構想についてのご質問の２点目、全国の半

島及び離島等空港の現状についてお答えいたしま

す。

国内の空港の運営状況につきましては、国土交

通省が公表しております三沢空港を含む国管理の

18空港を対象とした令和６年度の空港別収支の試

算結果によりますと、羽田空港を除いて航空系事

業の経常損益はマイナスとなっており、半島や離

島地域の飛行場についても厳しい運営状況にある

ものと認識しております。今後は、各地の空港の

運営状況の詳細についても調査研究を進めてまい

りたいと考えております。

次に、ご質問の３点目、当該空港構想が実現に

至るまでの諸課題等についてお答えいたします。

まず、空港の整備につきましては、実現までのハ

ードルは非常に高いものと認識しており、１年や

２年といった短い期間ではなく、10年先の未来を

見据えてしっかりと時間をかけて取り組んでいく

ものだと考えております。

空港整備の実現に向けた諸課題につきまして

は、現時点では適地の選定、整備コスト、整備後

の採算性、需要の確保、国や県の理解協力、運営

主体の確保などが考えられます。そのほかにも、

現時点では想定できない課題があるものと考えて

おりますので、先行地の視察などを通じて課題を

整理しながら、当市の実情に合った空港の在り方

を研究し、実現可能性について検討してまいりた

いと考えております。

次に、少子化対策と成婚率向上の位置づけにつ

いてのご質問の１点目、少子化と成婚率低下の相

関性についてお答えいたします。我が国では、出

生の多くが婚姻関係の中で生じているという社会

的背景があることから、婚姻の減少や晩婚化が進

むことは出生数の減少に影響すると考えられ、一

定の相関関係は認められるものと認識しておりま

す。

一方で、少子化の要因は婚姻の動向だけではな

く、雇用や所得の安定、仕事と子育ての両立環境、

出会いの機会、価値観の多様化など、複合的な要

因が重なって生じているものと考えられ、加えて

近年の物価高騰により家計負担が大きくなってい

ることも、結婚や出産、子育てを含む将来設計を

より難しくする要因となり得るものと認識してお

ります。

次に、ご質問の２点目、自治体は結婚支援につ

いてどのようなスタンスを取るべきと考えるか及

びご質問の３点目、成婚率向上に向けた具体的施

策と今後の展開につきましては、関連がございま

すので、一括してお答えいたします。

現在市では、あおもり出会いサポートセンター

が運営するマッチングシステムについて、青森県

や県内市町村等とともに共同運営し、婚活支援に

取り組んでおります。

浅利議員のご指摘のとおり、結婚を希望する方

が安心して将来設計を描くためには、出会いの機

会の創出にとどめることなく雇用や所得の安定、

住まいの確保など、生活基盤に関わる課題を含め
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て総合的に進めることが重要であると認識してお

ります。

市といたしましては、関係部局が連携し、取り

組むべき課題として今後も結婚支援について民間

事業者とも連携しながら取り組んでまいりたいと

考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じま

す。

〇議長（冨岡幸夫） 健康づくり推進監。

〇健康づくり推進監健康福祉部次長（髙橋嘉美）

身寄りなき高齢者等への支援についてのご質問の

１点目、2027年度から社会福祉協議会が開始を検

討している死後事務支援事業の概案についてお答

えいたします。

少子高齢化が進み、高齢者の単身世帯が増加す

る中で、これまで家族や親族が行ってきた入院等

に係る身元保証人の確保や死後対応を行うことに

ついて、困難な場面が生じてきており、このこと

は全国的な課題となっております。

また、最近では身元保証人や死後事務などを手

がける民間事業者も増えてきておりますが、金銭

的に高額であり、経済的に利用しにくく、契約に

関してのトラブルも起きている状況にあります。

このような現状を踏まえて国では、頼れる親族

がなく、身寄りのない高齢者等を支える事業の創

設のため、有識者検討会を開催し、昨年12月には

報告書が作成されたところでございます。

現在把握している内容といたしましては、金銭

管理などの日常生活支援に加え、契約への立会い

といった入院、入所等の手続支援、葬儀の手続と

いった死後事務の支援などを提供することを想定

しており、社会福祉協議会や社会福祉法人での事

業展開となるのではと考えております。

今後頼れる身寄りのない高齢者等への支援を盛

り込んだ関連法案が提出される予定であるため、

国の動向を注視しながら、制度設計や実施要件な

ど、示され次第、支援体制の構築に向けて準備を

進めてまいります。

次に、ご質問の２点目、この事業に対し、むつ

市行政はどのような形で関与するのかについてお

答えいたします。現在は、国が支援制度について

検討している段階であり、市と社会福祉協議会等

との役割分担を含め、市がどのような形で事業に

関わっていくのか、また必要となる経費について

どのように予算化していくのかなど、その詳細に

ついては明確になっておりませんので、国からの

通達がなされた場合には、速やかに関係機関と連

携し、その枠組みづくりに取り組んでまいりたい

と考えております。

特に周知や相談体制につきましては、知らない、

相談先が分からないことで支援につながらないこ

とが最大の課題となりますことから、市の広報や

ホームページ等による周知だけではなく、医療機

関や介護事業者、民生委員等、さらには関係団体

が参加している各種協議会を活用しながら、相談

の入り口となり得る関係機関へ周知と連携を強化

し、頼れる身寄りのない高齢者等が安心して制度

を活用できるよう、相談体制づくりに努めてまい

りますので、ご理解賜りたいと存じます。

次に、ご質問の３点目、高齢化社会の現状に照

らし、行政の施策として高齢者支援をどのように

位置づけているのかについてお答えいたします。

単身世帯の増加や、地縁、血縁の希薄化が進む中、

身寄りなき高齢者への支援を本市の福祉施策にお

ける重要課題として体系的に取り組んでいく必要

性は高いと認識しております。これまで家族が担

ってきた役割が縮小する中で、入院や入所時の身

元保証、日常生活の支援、そして死後の手続など、

頼れる親族がいない方々のこれらに対する不安は

切実なものとなっております。

こうした課題に対し、市といたしましては、来

年度に策定作業を進めるむつ市第10期高齢者福祉

計画・介護保険事業計画において、身寄りなき高
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齢者への支援についても取組の一つとして検討し

てまいります。

国において検討されている死後事務支援事業を

含む身寄りのない高齢者等への新しい事業の法制

化を見据え、社会福祉協議会や関係機関との連携

を一層強化し、見守り体制や相談支援強化への取

組を継続して実施してまいりますので、ご理解賜

りたいと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） 16番。

〇16番（浅利竹二郎） ありがとうございました。

それでは、再質問に入ります。

質問事項の第１、コミュニティ空港構想につい

てでありますけれども、空港整備は、造ることよ

りも使われ続けることが重要ではないかと考えて

おります。市としては、観光利用、ビジネス利用、

医療搬送、防災拠点など、具体的な需要の想定を

どのように描いているのか、またその需要は恒常

的なものと見込めるのかお伺いいたします。

〇議長（冨岡幸夫） 政策推進部長。

〇政策推進部長（小笠原洋一） お答えいたします。

空港利用の具体的な需要につきましては、恒常

性も含めて今後の調査研究の中で把握していくこ

ととなりますが、その結果を踏まえまして、空港

整備の必要性や空港の規模等について検討してま

いりますので、ご理解を賜りたいと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） 16番。

〇16番（浅利竹二郎） 財政の優先順位として、本

市は人口減少、財政制約の中、病院整備、防災、

福祉など、多くの重要課題を抱えております。空

港整備が仮に進む場合、市財政への影響や他施策

との優先順位をどのように整理していくのかお伺

いいたします。

〇議長（冨岡幸夫） 政策推進部長。

〇政策推進部長（小笠原洋一） お答えいたします。

空港の整備や運営につきましては、一地方自治

体が全てを担うものではないものと認識してお

り、また空港があることによる地域への経済効果

など、総合的に調査研究を進めていくこととして

おります。

調査研究が進んだ段階で、空港整備事業の実施

の可否について判断することとはなりますが、市

財政への影響や費用対効果も含めて、ＥＢＰＭの

観点から他施策との優先順位をしっかりと整理

し、事業の内容について市議会の皆様にご承認い

ただいた上で進めてまいりたいと考えております

ので、ご理解を賜りたいと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） 16番。

〇16番（浅利竹二郎） 全国的に見れば、官民共用

の飛行場が８か所あることになっております。下

北半島には、旧海軍時代、大湊航空隊及び樺山航

空基地が存在し、滑走路跡もあります。大湊航空

隊跡には、現在対潜哨戒機ヘリコプター部隊であ

る海上自衛隊第21航空群隷下の第25航空隊が配置

されていますが、この基地との共用の可能性はあ

るのかお伺いいたします。

〇議長（冨岡幸夫） 市長。

〇市長（山本知也） 海上自衛隊第25航空隊の滑走

路など、既存インフラを活用することが可能とな

れば、整備費用等の縮減が見込まれますので、航

空整備の実現性が高まりますことから、防衛省に

対して協力を依頼しまして、共用の可能性につい

ても調査研究してまいりたいと考えてございま

す。

〇議長（冨岡幸夫） 16番。

〇16番（浅利竹二郎） 仮にです、共用化を目指す

とした場合、まず現在の第25航空隊の滑走路で事

が足りるのかどうか。今現在ヘリコプターの部隊

ですから、全て普通の固定翼みたいなつくりにな

っていないので、もし足りない場合、どの方向に

幾らの延長が必要であると考えているのか。例え

ば海なのか、陸のところ、城ヶ沢のほうなのです

けれども、どっちのほうに滑走路を延長する考え
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か、それをお伺いします。

〇議長（冨岡幸夫） 政策推進部長。

〇政策推進部長（小笠原洋一） お答えいたします。

滑走路の長さにより、離着陸できる機体が変わ

ってくるものと認識しておりますが、今後の調査

研究を進めていく中で、空港利用の需要を把握し

た上で、当市に適した空港の規模等を検討するこ

ととしておりますので、ご理解賜りたいと存じま

す。

〇議長（冨岡幸夫） 16番。

〇16番（浅利竹二郎） 共用化をお願いするという

ようになった場合、先ほどもちょっと言いました

けれども、現在滑走路延長は釜臥山のほうに向か

った海のほうとか、あとまたは陸というと、城ヶ

沢の集落のほうに食い込むのですけれども、いず

れにしろどっちを取るにしても、なかなか大変だ

というような思いがあります。

それで、要望としまして、以前マスコミへの市

長談話では、自衛隊をはじめとして関係機関とは

未調整であると、これ大分前の話なのですけれど

も、一応そういう談話があります。思いは思いと

して、過去に離島、半島に設置した空港で、閉鎖

に追い込まれた空港もあることから、あらゆる課

題を精査し、人口減少にたえ得る現実的な誘客等

の構想を慎重に企画、検討した上で、実現に結び

つけてもらいたいと要望します。

質問項目の第２、少子化対策と成婚率向上の位

置づけについての再質問です。婚活支援が行政の

関与として適切と考える範囲はどこまでと考えて

おられるかお伺いします。

〇議長（冨岡幸夫） 政策推進部長。

〇政策推進部長（小笠原洋一） お答えいたします。

出会いの機会に直結するイベント等の開催につ

きましては、行政が直接開催するよりも、企画力

やネットワークを有する民間事業者等が開催する

ことで、より効果を発揮するものと認識しており

ます。

市といたしましては、民間事業者が実施するイ

ベント等の開催に協力するとともに、妊娠、出産、

子育て期の切れ目のない支援など、結婚を希望す

る方の希望がかなう環境づくりに取り組んでまい

りたいと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） 16番。

〇16番（浅利竹二郎） 少子化と結婚について、他

自治体の先進事例を本市施策に反映させる考えは

ないかということを尋ねたいと思いますけれど

も、例えば他自治体では少子化対策結婚支援課と

いう名前の部署があるのです。または、子育て支

援結婚支援室等々が全国的な自治体にはあるので

すけれども、市長はどのようにお考えかお伺いし

ます。

〇議長（冨岡幸夫） 市長。

〇市長（山本知也） 全国的に今ご紹介いただきま

したけれども、少子化対策結婚支援課、室など様

々存在するようでありますけれども、市といたし

ましては、関連する施策が多方面に及びますこと

から、今は専門の部署を設置するよりも、庁内の

関係部局による連携のより一層の強化、総合的に

取り組んでいくことが重要だと考えておりますも

のの、もののと言ったらあれなのですが、結婚を

希望される方のニーズ、動向を注視しながら、ど

のような体制が市に最も適しているのか、どのよ

うな施策が最も効果的なのか、先進事例を参考に

しながら、市における効果的な結婚支援の実施に

ついて前向きに検討してまいりたいと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） 16番。

〇16番（浅利竹二郎） 以前100歳長寿を奇貨と、

100歳よく来たなと、頑張ったねということで、

お祝い金100万円が支給された時代があります。

これ、川内かどこかであるのです。実際に100万

円を100歳の人にお祝い金を出しているのです。

今は結婚、出産そのものが奇貨の価値があります
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ので、全国的に祝い金等特別な支援をしている自

治体もあります。新婚家庭の準備や出産、育児の

手当として、むつ市独自の祝い金の考えはないか

お伺いします。

〇議長（冨岡幸夫） 政策推進部長。

〇政策推進部長（小笠原洋一） お答えいたします。

少子化の一因であります経済的不安を払拭する

には、祝い金などによる一時的な現金支給による

収入の増ではなく、若い世代の所得向上はもとよ

り、現在市で実施している18歳までの子ども医療

費無償化や小・中学生の学校給食費無償化のほ

か、来年度から実施予定の保育料完全無償化など

の子育て期における継続的な経済的負担の軽減が

重要であると考えております。

今後も若い世代にとってむつ市で産み育て、住

み続けたいという定住意欲につながる取組を検討

してまいりますので、ご理解を賜りたいと存じま

す。

〇議長（冨岡幸夫） 16番。

〇16番（浅利竹二郎） 授かり婚という言葉があり

ますよね。それはそれで結果オーライなのです。

それ以前の段階で、何となく付き合い、何となく

別れる、いわゆる友達関係で終わってしまうケー

スが最近は多いように思います。

女性上位の時代と言われ、日本も初の女性内閣

総理大臣が誕生です。しかし、結婚については最

後は男性が主導権を取って、押しの一手、寄り切

ってもらいたいというのを独身男性に奮起を促し

たいと思います。

質問事項の第３、身寄りなき高齢者等への支援

についての再質問です。再質問の１点目、死後事

務支援は重要でありますけれども、それ以前の段

階で孤立や不安を抱える高齢者への生前の支援が

不可欠であると考えます。見守り体制や相談支援

の強化はどう取り組んでいるのかお伺いします。

〇議長（冨岡幸夫） 健康づくり推進監。

〇健康づくり推進監健康福祉部次長（髙橋嘉美）

お答えいたします。

見守り体制や相談支援を強化するための取組に

つきましては、まず支援の入り口となる高齢者実

態把握事業を実施し、介護保険サービスを利用し

ていない高齢者の状況確認を行い、相談先を知っ

ていただく体制を整えております。

次に、高齢者等見守りネットワーク事業を通じ

て、地域での支え合い体制を強化しております。

地域で孤立しがちな高齢者の方を見守るため、新

聞販売店や郵便局など、日常的に高齢者の皆様と

接する機会が多い事業者と協定を結び、異変を察

知した場合には速やかに通報していただく体制を

整えております。

また、独り暮らしの高齢者等が急病時に対応で

きるよう、緊急通報装置も貸与し、安全確保に努

めております。

今後も国の動向を注視しつつ、その前段階であ

る見守り体制や相談支援の強化に取り組んでまい

りますので、ご理解賜りたいと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） 16番。

〇16番（浅利竹二郎） 今後身寄りなき高齢者支援

は、民生委員、町内会、社会福祉協議会、地域包

括支援センター、民間事業者などの役割分担と連

携が必要となると考えておりますけれども、その

ことについてお伺いいたします。

〇議長（冨岡幸夫） 健康づくり推進監。

〇健康づくり推進監健康福祉部次長（髙橋嘉美）

お答えいたします。

現在本市における支援の現場では、それぞれの

機関が自らの業務を遂行する過程において単独で

の解決が困難な場合や、より専門的な対応が必要

と判断された場合には、互いに連携し合いながら

対応に当たっております。

例えば民生委員や町内会の皆様が日頃の見守り

活動の中で高齢者の方の体調変化や生活の困り事
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を察知した際には、地域包括支援センターや在宅

介護支援センター等の相談機関へ連絡し、専門的

な支援へとつないでいただいております。

さらに、高齢者等見守りネットワーク事業の協

力事業者の皆様も、日常業務の中で高齢者の方の

異変などに目を配っていただき、何かあったとき

には市につなぐなどの対応をしていただいており

ます。

市といたしましては、町内会、民生委員、社会

福祉協議会など、各関係機関が日々の業務の中で

よりスムーズに連携をし、切れ目のない対応がで

きるよう、ネットワーク体制の強化に努めてまい

りますので、ご理解賜りたいと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） 16番。

〇16番（浅利竹二郎） むつ市内に身寄りなき独り

暮らし、いわゆる生前の孤立者が顕在化している

ことに対し、最後に市長はどう感じているかお伺

いいたします。

〇議長（冨岡幸夫） 市長。

〇市長（山本知也） 身寄りのない独り暮らしの高

齢者が増加している現状は、高齢化の進展と家族

形態の変化を背景とした、本市のみならず全国的

な課題であると認識してございます。誰もが人生

の最期まで安心して住み慣れた地域で暮らし続け

られる社会を実現することは、自治体の重要な責

務であると考えております。

市といたしましては、先ほど来健康づくり推進

監が述べておりますとおり、今後も民生委員、そ

して町内会、見守りネットワーク協力事業者、社

会福祉協議会、地域包括支援センターなど、関係

機関の皆様との連携を深めながら、身寄りのない

高齢者の支援に取り組んでまいりたいと存じま

す。

〇議長（冨岡幸夫） 16番。

〇16番（浅利竹二郎） 今後とも身寄りなき高齢者

は増え続けるものと推察いたします。死後事務支

援事業は、現実社会の要求に基づくもので、行政

と社会福祉協議会等との緊密な連絡が望まれま

す。身寄りなき孤独な人が多い現実を直視し、行

政の温かい手を差し伸べてもらいたいと要望しま

す。

結びに、３月は人事の時期であります。長年む

つ市民のためにご貢献いただいた職員の皆さんで

今月末に定年される方々には、衷心より感謝と御

礼を申し上げます。

人生100歳時代、まだまだ若者です。第２の人

生、一花も二花も咲かせてください。期待してお

ります。

これで、むつ市議会第267回定例会での一般質

問を終わります。ご清聴ありがとうございました。

〇議長（冨岡幸夫） これで、浅利竹二郎議員の質

問を終わります。

◎散会の宣告

〇議長（冨岡幸夫） 以上で本日の日程は全部終わ

りました。

お諮りいたします。明３月３日は議案熟考のた

め休会したいと思います。これにご異議ありませ

んか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） ご異議なしと認めます。よっ

て、そのように決定いたしました。

なお、３月４日は議案質疑、委員会付託、一部

採決を行います。

本日はこれで散会いたします。

午後 １時３８分 散会
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